
■期間：令和４年12月15日（木）～令和５年１月14日（土）

■意見提出者数：５人

意見内訳

区　分 件　数

　ア　計画策定の趣旨、基本理念等 4

　イ　地域レベルの実践的な取組への支援を強化する 0

　ウ　県民一人ひとりの気付きと見守りを促す 1

　エ　自殺対策に関わる人材の確保、養成及び資質の向上を図る 2

　オ　心の健康を支援する環境の整備と心の健康づくりを推進する 0

　カ　適切な精神保健医療福祉サービスを受けられるようにする 2

　キ　社会全体の自殺リスクを低下させる 1

　ク　自殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐ 0

　ケ　遺された人への支援を充実する 0

　コ　民間団体との連携を強化する 0

　サ　子ども・若者の自殺対策を更に推進する 0

　シ　勤務問題による自殺対策を更に推進する 0

　ス　女性の自殺対策を更に推進する 0

　セ　推進体制及び進行管理 3

　ソ　その他 4

計 17

意見反映状況

区　分 件　数

 Ａ　新たな計画に反映しました。 5

 Ｂ　新たな計画には反映していませんが、ご意見のあった施策等
　　 は既に取り組んでいます。

2

 Ｃ　今後の施策運営の参考とします。 6

 Ｄ　反映できません。 1

 Ｅ　その他(感想や質問等) 3

計 17

■「かながわ自殺対策計画」改定素案に関する提出意見及びこれに対する
県の考え方



■「かながわ自殺対策計画」改定素案に関する提出意見及びこれに対する県の考え方

■期間：令和４年12月15日（木）～令和５年１月14日（土）

受付
番号

内容
区分

意見の概要
反映
区分

県の考え方

1 ソ
毎年何万人も自殺しているのは異常。自殺対策にもしっかり
取り組んでほしい。

C
本計画に基づき、引き続き総合的かつ効果的に自殺対策を進
めてまいります。

2 キ 自殺希望者を集めるようなサイトを取り締まるべき C
自殺希望者を集めるサイトの取締については、関係法令に基
づき適切に対処しています。

3 ア
P2　「計画の性格」について、他計画との関係について図示
されているとわかりやすい。

C
ご意見の趣旨を踏まえ、計画を公表する際に、県民の皆様に
分かりやすい方法を工夫します。

4 ア
P20　「こころの電話相談」等の相談件数も目標値として設
定できないか。

D

自殺対策においては、相談支援を推進すると同時に相談の要
因を減らしていく取組みを進める必要もあるため、相談件数
を目標値に設定することは適当ではないと考えています。
なお、相談状況の確認のために相談件数は把握します。

5 セ
P41以降　施策展開のページにも【現状値・数値目標】が書
かれていると、現状と目標の関係性がよい理解しやすい。

A
ご意見の趣旨を踏まえ、施策、現状、目標値の関係性を理解
しやすくするため、P224からP230第５章３を修正しました。

6 ウ
P59　心のサポーター養成事業の推進に関し、神奈川県は活
躍、貢献している。今後職域との連携など、幅広く展開され
ることを期待する。

C

本県では、令和４年度に職域での研修をオンラインで実施し
ました。
今後も国の事業展開の方向性を注視しながら、多くのサポー
ターの養成に積極的に取り組んでまいります。

7 カ
P107　うつ病等のスクリーニングの実施について、目標値は
どのように設定したのか。

E
令和４年度時点での協力薬局数が150であるため、毎年度20
薬局ずつ増加させることを目標としました。

8 ソ
かながわ自殺対策計画はボリュームがあるため、１～２枚に
まとめた概要版があればより理解が進むと思われる。

C 概要版については、今後作成し公表する予定です。

＜内容区分＞

　ア　計画策定の趣旨、基本理念等 　カ　適切な精神保健医療福祉サービスを受けられるようにする 　サ　子ども・若者の自殺対策を更に推進する

　イ　地域レベルの実践的な取組への支援を強化する 　キ　社会全体の自殺リスクを低下させる 　シ　勤務問題による自殺対策を更に推進する

　ウ　県民一人ひとりの気付きと見守りを促す 　ク　自殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐ 　ス　女性の自殺対策を更に推進する

　エ　自殺対策に関わる人材の確保、養成及び資質
　　の向上を図る

　ケ　遺された人への支援を充実する
　コ　民間団体との連携を強化する

　セ　推進体制及び進行管理
　ソ　その他

　オ　心の健康を支援する環境の整備と心の健康づくり
　　を推進する

　

＜反映区分＞

　Ａ　新たな計画に反映しました。

　Ｂ　新たな計画には反映していませんが、
　　　ご意見のあった施策等は既に取り組んでいます。

　Ｃ　今後の政策運営の参考とします。

　Ｄ　反映できません。

　Ｅ　その他（感想・質問等）



■「かながわ自殺対策計画」改定素案に関する提出意見及びこれに対する県の考え方
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＜内容区分＞

　ア　計画策定の趣旨、基本理念等 　カ　適切な精神保健医療福祉サービスを受けられるようにする 　サ　子ども・若者の自殺対策を更に推進する

　イ　地域レベルの実践的な取組への支援を強化する 　キ　社会全体の自殺リスクを低下させる 　シ　勤務問題による自殺対策を更に推進する

　ウ　県民一人ひとりの気付きと見守りを促す 　ク　自殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐ 　ス　女性の自殺対策を更に推進する

　エ　自殺対策に関わる人材の確保、養成及び資質
　　の向上を図る

　ケ　遺された人への支援を充実する
　コ　民間団体との連携を強化する

　セ　推進体制及び進行管理
　ソ　その他

　オ　心の健康を支援する環境の整備と心の健康づくり
　　を推進する

　

＜反映区分＞

　Ａ　新たな計画に反映しました。

　Ｂ　新たな計画には反映していませんが、
　　　ご意見のあった施策等は既に取り組んでいます。

　Ｃ　今後の政策運営の参考とします。

　Ｄ　反映できません。

　Ｅ　その他（感想・質問等）

9 ア

P6　人口が多いため自殺者の絶対数は多いが、自殺率が低い
ことについては一定の成果が出ていると捉える方もいるかと
思う。
神奈川県として一人一人の生活を豊かにすること、誰もが精
神的安定性をもって過ごせることの素晴らしさを伝えるとと
もに、自殺による生産性の損失の大きさなども絡めて、一人
でも多くの自殺者を減らしたい背景などを盛り込むと、自殺
率が低くても絶対数を減らすべきという考えに行き着く方が
より多くなるのではないかと考える。
第３章１（１）基本理念の考え方をを冒頭にも記載すること
で、計画の理念が県民に周知できるのではないか。

C

計画の基本理念では、「健康で生きがいを持って暮らすこと
ができる社会の実現」や「孤立しない地域づくり」を進める
よう自殺対策を推進していくとしています。
こうした理念を踏まえて自殺者を一人でも減らす取組みを進
めると同時に、基本理念等についても様々な機会をとらえ、
県民の皆様に周知してまいります。

10 エ
「ゲートキーパー」と「こころサポーター」の区別を明確に
するとより分かりやすいと思う。

B

「ゲートキーパー」の定義については、P63第４章３（１）
①、関連して「TALKの原則」についてはP68第４章３（４）
①、「こころサポーター」についてはP59第４章２（４）②
にそれぞれ記載しています。

11 エ
「ゲートキーパー」と「こころサポーター」の双方を推進し
ていくのがいいのではないか。

B

「ゲートキーパー」の養成推進については、P61第４章３、
「こころサポーター養成研修の実施」についてはP59第４章
２（４）②にそれぞれ記載しています。
今後も、本計画に基づきそれぞれの事業を推進してまいりま
す。

12 ア
P26　目標値の達成状況等、数値の見方を分かりやすくして
ほしい。

A
ご意見の趣旨を踏まえ、P26第２章２（１）について、令和
３年の目標値を記載し、達成状況が読み取れるよう修正しま
した。

13 ソ

様々な角度から取り組みが行われていることが分かる素晴ら
しい資料。
神奈川県で仕事をする一人として、神奈川県の医療課題の解
決に微力ながら尽力したい。

E ご意見ありがとうございました。

14 カ
がん以外の病気、疾患の患者が相談できる窓口、支援体制な
どがあれば記載すべき。

A
ご意見の趣旨を踏まえ、かながわ難病相談・支援センターに
おける取組についてP117第４章５（７）①に記載しました。
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＜内容区分＞

　ア　計画策定の趣旨、基本理念等 　カ　適切な精神保健医療福祉サービスを受けられるようにする 　サ　子ども・若者の自殺対策を更に推進する

　イ　地域レベルの実践的な取組への支援を強化する 　キ　社会全体の自殺リスクを低下させる 　シ　勤務問題による自殺対策を更に推進する

　ウ　県民一人ひとりの気付きと見守りを促す 　ク　自殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐ 　ス　女性の自殺対策を更に推進する

　エ　自殺対策に関わる人材の確保、養成及び資質
　　の向上を図る

　ケ　遺された人への支援を充実する
　コ　民間団体との連携を強化する

　セ　推進体制及び進行管理
　ソ　その他

　オ　心の健康を支援する環境の整備と心の健康づくり
　　を推進する

　

＜反映区分＞

　Ａ　新たな計画に反映しました。

　Ｂ　新たな計画には反映していませんが、
　　　ご意見のあった施策等は既に取り組んでいます。

　Ｃ　今後の政策運営の参考とします。

　Ｄ　反映できません。

　Ｅ　その他（感想・質問等）

15 セ 目標値の記載方法を見直せないか。 A
ご意見の趣旨を踏まえ、施策、現状、目標値の関係性を理解
しやすくするため、P224からP230第５章３を修正しました。

16 セ
４章４（４）「大規模災害時の被災者のこころのケアの推
進」に係る目標値の設定を検討してもらいたい。

A ご意見を踏まえて、目標値を設定しました。

17 ソ
関係する分野の部署と連携し、一人でも自殺者が減らせるよ
うにしてもらいたい。

E
本計画に基づき、引き続き総合的かつ効果的に自殺対策を進
めてまいります。
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